
株式会社ユーラスエナジーホールディングス「（仮称）石巻

風力発電事業環境影響評価準備書」に対する勧告について

平成２７年７月１０日

経 済 産 業 省

商務流通保安グループ

電 力 安 全 課

本日、電気事業法第４６条の１４第１項の規定に基づき、「（仮称）石巻
風力発電事業環境影響評価準備書」について、株式会社ユーラスエナジーホー
ルディングスに対し、環境の保全の観点から勧告を行った。

（参考）当該地点の概要

１．計画概要

・場 所 ： 宮城県石巻市

・原動力の種類 ： 風力

・出 力 ： 最大２０，０００ｋＷ（２，５００ｋＷ×８基設置予定）

２．これまでの環境影響評価に係る手続

環境影響評価準備書受理 平成２７年 １月３０日

住民等意見の概要受理 平成２７年 ３月３１日

宮 城 県 知 事 意 見 受 理 平成２７年 ６月３０日

環 境 大 臣 意 見 受 理 平成２７年 ６月２５日

問合せ先：電力安全課 長村、長井、笠原

電話０３－３５０１－１７４２（直通）

０３－３５０１－１５１１（代表）

４９２１（内線）



別 紙

株式会社ユーラスエナジーホールディングス「（仮称）石巻風力発電

事業環境影響評価準備書」に対する勧告内容

１．総論

事業実施に当たっては、以下の取組を行うこと。

（１）事後調査を適切に実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じ

て、追加的な環境保全措置を講ずること。

（２）追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、これまでの調査結果や専

門家等の助言を踏まえて、措置の内容が十全なものとなるよう客観的かつ

科学的に検討すること。また、検討のスケジュールや方法、専門家等の助

言、検討に当たっての主要な論点及びその対応方針等を公開し、透明性及

び客観性を確保すること。

（３）調査の結果については、本事業による環境影響を分析し、調査により判

明した環境の状況に応じて講ずる環境保全措置の内容、効果及び不確実性

の程度について報告書として取りまとめ、公表すること。

（４）施設の稼動に際しては、影響が小さいと評価していても、他県の事例や

最新の知見を見ると、騒音や風車の影の苦情が発生する事例があるため、

苦情があった場合の環境保全措置を事前に検討すること。

２．各論

（１）風車の影について

風力発電設備の近隣には住居が位置しており、風力発電設備の稼働に伴う

風車の影の影響が懸念されることから、環境保全に十全を期すことが求めら

れる。このため、風力発電設備の配置の変更や機種の選定等について再検討

し、住居からの離隔を更に確保すること等により、風車の影の影響を回避又

は極力低減すること。また、風力発電設備の供用後は、風力発電設備の配置

の変更や機種の選定等の再検討による予測結果を踏まえ、影響が懸念される

住居が存在する場合は事後調査を実施し、その結果に応じて、稼働時間の調

整等の追加的な環境保全措置を講ずること。

（２）騒音について

風力発電設備の近隣には住居が位置しており、風力発電設備の稼働に伴う

騒音の影響が懸念されることから、環境保全に十全を期すことが求められる。

このため、風力発電設備の配置の変更や機種の選定等について再検討し、住

居からの離隔をさらに確保すること等により、騒音の影響を回避又は極力低



減すること。また、風力発電設備の供用後は、「騒音に係る環境基準の評価マ

ニュアル」に沿って適切に事後調査を実施し、その結果に応じて、稼働時間

の調整等の追加的な環境保全措置を講ずること。

（３）水質について

近年は地球温暖化等に伴う気候変動により、突発的に降水量が増え、降水

強度が強くなる傾向がある。近隣の気象観測点等の降雨量データを解析し、

浮遊物質量の基準を超過する可能性について適切に予測し、評価すること。

（４）鳥類について

対象事業実施区域及びその周辺には、ミサゴの営巣が確認されているほか、

希少猛きん類の飛翔も確認されており、これら鳥類のブレード・タワー等へ

の接近・接触に係る環境影響評価の予測には大きな不確実性が伴う。このた

め、重要な鳥類等に対する環境影響を可能な限り回避・低減する観点から、

これまでに実施した調査結果並びに専門家及び関係行政機関等からの助言を

踏まえて、供用後の事後調査を適切に実施すること。また、鳥類の誘引が確

認された場合等、事後調査により判明した内容に応じ、専門家等からの助言

を踏まえて検討し、鳥類との衝突のおそれがある時間帯の稼働制限等を含め

た追加的な環境保全措置を講ずること。併せて、衝突等による死亡・傷病個

体の確認を適切に実施し、死亡・傷病個体が確認された場合は、確認位置や

損傷状況等を記録するとともに、重要な種の死亡・傷病個体が確認された場

合は、関係機関との連絡・調整、死亡・傷病個体の搬送、関係機関による原

因分析への協力を行うこと。

（５）動物（鳥類を除く。）について

① 希少コウモリ類については、震災後の最新のデータ等の収集を行い、適

切に予測及び評価を見直すこと。

② 地上を歩く爬虫類、両生類を含む動物全般については、工事車両通行に

よる轢死の予測を行うとともに、実効性の高い環境保全措置を適切に講ず

ること。

③ 沈砂池及び排水方向の図面に関して、水質の予測、評価に合わせて沈砂

池の位置、大きさ、排水箇所を適正に反映させること。その上で水生生物

の生息環境に与える影響について、どのような水質環境で、各々の生物が

生息可能であるかを、客観的な指標等を示して適切に予測及び評価するこ

と。

（６）景観について

対象事業実施区域に隣接する硯上山万石浦県立自然公園の主要な眺望点で

ある「籠峰山」及び「上品山」の山頂から主要な眺望方向を眺望する場合の

景観をはじめ、地域住民が日常慣れ親しんでいる場所からの景観も含めた景



観について、風力発電設備の稼働に伴う影響が懸念される。このため、景観

について適切な手法により調査、予測及び評価するとともに、これらの眺望

点からの風力発電設備の垂直視角をできる限り小さくするよう、風力発電設

備の配置の変更や機種の選定等の環境保全措置を講ずることにより、影響を

回避又は極力低減すること。

（７）人と自然との触れ合い活動の場について

対象事業実施区域及びその周辺に整備されたハイキングコースについては、

工事の実施期間において、工事用資材等の搬出入に伴う車両の主要な走行ルー

トと重複することから、利便性に影響が生ずるおそれがある。このため、迂

回路の設置の検討だけでなく、車両台数のピーク時台数を低減させる等の環

境保全措置を講ずることにより、影響を回避又は極力低減すること。また、

本事業の実施に係る影響等ついて、ハイキングコースの管理団体等に対して

十分に説明・協議すること。

以上について、その旨を環境影響評価書に記載すること。


